
- 1 -

○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の

三
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
別
表
に

よ
り
改
正
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
の
傍
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
（
以
下
単
に
「
標
記
部
分
」
と
い
う
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及
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び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記
部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
異
な
る
と
き
は
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移
動
す
る
こ
と
。

三

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

※
官
報
掲
載
時
は
【
別
表
】
の
体
裁
に
よ
る
新
旧
対
照
表
を
挿
入
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別
表

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

第
八
十
八
条

［
１
～
３

略
］

第
八
十
八
条

［
１
～
３

同
上
］

４

第
一
項
の
規
定
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

４

第
一
項
の
規
定
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下
「
外

運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か

運
搬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等

ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運

車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第

輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技

十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に

術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
工
場
又
は
事

必
要
な
措
置
を
講
じ
て
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い

業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
特
定
機
器
の
種
類
）

（
特
定
機
器
の
種
類
）

第
百
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第
百
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
特
定
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
特
定
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ

の
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
の
う
ち
、
使
用

［
号
を
加
え
る
。
］

(2)

済
燃
料
貯
蔵
用
容
器
（
兼
用
キ
ャ
ス
ク
（
設
置
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第

二
項
第
四
十
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て

、
同
規
則
第
四
条
第
六
項
第
一
号
、
第
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
条

第
四
項
第
一
号
の
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
別
表
第
三
に
お
い
て
「

特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク
」
と
い
う
。
）

二

［
略
］

一

［
同
上
］

三

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ホ

の
そ
の
他
の
主
要
な
事
項
と
し
て
設
け

二

第
三
条
第
一
項
第
二
号
リ

の
非
常
用
格
納
容
器
保
護
設
備
の
う

(4)

(3)

ら
れ
る
設
備
及
び
同
号
リ

の
非
常
用
格
納
容
器
保
護
設
備
の
う
ち
、

ち
、
圧
力
逃
が
し
装
置

(3)

圧
力
逃
が
し
装
置

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］
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七

［
略
］

六

［
同
上
］

（
型
式
指
定
の
申
請
）

（
型
式
指
定
の
申
請
）

第
百
七
条

［
１
・
２

略
］

第
百
七
条

［
１
・
２

同
上
］

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
属
す

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
属
す

る
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
種
類
に
応
じ
て
同
表

る
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
種
類
に
応
じ
て
、
書

の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
製

類
及
び
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
製
作
等
に
係
る
品
質
管
理

作
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
に
関
す
る
説

の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
に
関
す
る
説
明
書
を
添
付
し
な
け
れ

明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
型
式
指
定
の
変
更
の
承
認
）

（
型
式
指
定
の
変
更
の
承
認
）

第
百
八
条

［
略
］

第
百
八
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
属
す
る

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
属
す
る

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
種
類
に
応
じ
て
同
表
の

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
種
類
に
応
じ
て
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
製
作

下
欄
に
掲
げ
る
書
類
及
び
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
製
作
等

等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
に
関
す
る
説
明

に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
に
関
す
る
説
明
書

書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
承
認
は
、
当
該
承
認
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
型
式
が
、

３

第
一
項
の
承
認
は
、
当
該
承
認
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
型
式
が
、

そ
の
型
式
指
定
を
受
け
た
型
式
設
計
特
定
機
器
の
型
式
と
同
一
と
認
め
ら
れ

そ
の
指
定
を
受
け
た
型
式
設
計
特
定
機
器
の
型
式
と
同
一
と
認
め
ら
れ
る
場

る
場
合
に
行
う
。

合
に
行
う
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
型
式
指
定
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

（
型
式
指
定
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

第
百
九
条

［
１
・
２

略
］

第
百
九
条

［
１
・
２

同
上
］

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
型
式
指

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
取
消
し
の
日
ま
で

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
取
消
し
の
日
ま
で
に
製

に
製
作
等
が
行
わ
れ
た
型
式
設
計
特
定
機
器
に
つ
い
て
は
、
取
消
し
の
効
力

作
等
が
行
わ
れ
た
型
式
設
計
特
定
機
器
に
つ
い
て
は
、
取
消
し
の
効
力
は
及

は
及
ば
な
い
も
の
と
す
る
。

ば
な
い
も
の
と
す
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］
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（
品
質
保
証
の
実
施
の
記
録
の
保
存
）

（
品
質
保
証
の
実
施
の
記
録
の
保
存
）

第
百
十
一
条

指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
機
器
が
型
式
指
定
を

第
百
十
一
条

指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
機
器
が
指
定
を
受
け

受
け
た
型
式
と
し
て
の
設
計
の
内
容
を
有
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

た
型
式
と
し
て
の
設
計
の
内
容
を
有
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
機
器

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
機
器
が
均

が
均
一
性
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
検
査
の
結
果
そ
の
他
品
質
保

一
性
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
検
査
の
結
果
そ
の
他
品
質
保
証
の

証
の
実
施
の
記
録
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
施
の
記
録
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
式
指
定
の
番
号
等
の
告
示
）

（
指
定
番
号
等
の
告
示
）

第
百
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
型
式
指
定
又
は
型
式
指
定
の
取
消
し

第
百
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
指
定
又
は
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と

を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

型
式
指
定
の
番
号

一

指
定
の
番
号

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

五

指
定
製
造
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

五

製
造
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ

、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

の
代
表
者
の
氏
名

六

［
略
］

六

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
十
二
条
関
係
）

発
電
用
原

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認
可

発
電
用
原

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認
可

子
炉
施
設

一
般
記
載
事

設
備
別
記
載
事
項
（
認

の
申
請
又
は
届
出

子
炉
施
設

一
般
記
載
事

設
備
別
記
載
事
項
（
認

の
申
請
又
は
届
出

の
種
類

項

可
の
申
請
又
は
届
出
に

に
係
る
工
事
の
内

の
種
類

項

可
の
申
請
又
は
届
出
に

に
係
る
工
事
の
内

係
る
工
事
の
内
容
に
関

容
に
関
係
あ
る
も

係
る
工
事
の
内
容
に
関

容
に
関
係
あ
る
も

係
あ
る
も
の
に
限
る
。

の
に
限
る
。
）

係
あ
る
も
の
に
限
る
。

の
に
限
る
。
）

）

）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

核
燃
料
物

［
略
］

［
略
］

核
燃
料
物

［
同
上
］

［
同
上
］

質
の
取
扱

設
計
及
び
工
事
に

質
の
取
扱

設
計
及
び
工
事
に

施
設
及
び

係
る
品
質
管
理
の

施
設
及
び

係
る
品
質
管
理
の

貯
蔵
施
設

方
法
等
に
関
す
る

貯
蔵
施
設

方
法
等
に
関
す
る

説
明
書

説
明
書

兼
用
キ
ャ
ス
ク
に

［
加
え
る
。
］
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あ
っ
て
は
、
外
運

搬
規
則
第
二
十
一

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
容
器
の
設

計
に
関
す
る
原
子

力
規
制
委
員
会
の

承
認
を
受
け
た
こ

と
に
関
す
る
説
明

書

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

別
表
第
三
（
第
百
七
条
、
第
百
八
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
百
七
条
、
第
百
八
条
関
係
）

型
式
設
計
特

記
載
事
項
（
型
式
指
定
の
申
請
に

添
付
書
類
（
型
式
指

型
式
設
計
特

記
載
事
項
（
型
式
指
定
の
申
請
に

添
付
書
類
（
型
式
指

定
機
器
の
種

係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
設
計

定
の
申
請
に
係
る
型

定
機
器
の
種

係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
設
計

定
の
申
請
に
係
る
型

類

に
関
係
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

式
設
計
特
定
機
器
の

類

に
関
係
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

式
設
計
特
定
機
器
の

設
計
に
関
係
あ
る
も

設
計
に
関
係
あ
る
も

の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

特
定
兼
用
キ

１

特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク
の
名
称

型
式
証
明
を
受
け
た

［
項
を
加
え
る
。
］

ャ
ス
ク

、
種
類
、
容
量
、
最
高
使
用
圧

設
計
と
の
整
合
性
に

力
、
最
高
使
用
温
度
、
主
要
寸

関
す
る
説
明
書

法
及
び
材
料
並
び
に
放
射
線
遮

自
然
現
象
に
よ
る
損

蔽
材
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
冷

傷
の
防
止
に
関
す
る

却
方
法
及
び
材
料

説
明
書

２

特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク
の
基
本

耐
震
性
に
関
す
る
説

設
計
方
針
、
適
用
基
準
及
び
適

明
書

用
規
格

強
度
に
関
す
る
説
明

書構
造
図

容
量
、
最
高
使
用
圧

力
及
び
最
高
使
用
温

度
の
設
定
根
拠
に
関
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す
る
説
明
書

核
燃
料
物
質
が
臨
界

に
達
し
な
い
こ
と
に

関
す
る
説
明
書

特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク

の
冷
却
能
力
に
関
す

る
説
明
書

放
射
線
遮
蔽
材
の
放

射
線
の
遮
蔽
及
び
熱

除
去
に
つ
い
て
の
計

算
書

特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク

が
使
用
さ
れ
る
条
件

の
下
に
お
け
る
健
全

性
に
関
す
る
説
明
書

外
運
搬
規
則
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
容
器
の
設
計

に
関
す
る
原
子
力
規

制
委
員
会
の
承
認
を

受
け
た
こ
と
に
関
す

る
説
明
書
又
は
外
運

搬
規
則
第
六
条
若
し

く
は
第
七
条
及
び
第

十
一
条
に
定
め
る
技

術
上
の
基
準
（
容
器

に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
へ
の
適
合
性
に

関
す
る
説
明
書

第
百
六
条
の
型
式
設

計
特
定
機
器
を
購
入
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す
る
契
約
を
締
結
し

て
い
る
者
に
あ
っ
て

は
、
当
該
契
約
書
の

写
し

申
請
に
係
る
型
式
設

計
特
定
機
器
の
特
定

機
器
型
式
証
明
通
知

書
又
は
特
定
機
器
型

式
証
明
変
更
承
認
通

知
書
の
写
し

再
結
合
装
置

１

再
結
合
装
置
の
種
類
、
容
量

［
略
］

再
結
合
装
置

１

再
結
合
装
置
の
種
類
、
容
量

［
同
上
］

、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用

第
百
六
条
の
型
式
設

、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用

第
百
六
条
の
購
入
契

温
度
、
再
結
合
効
率
、
主
要
寸

計
特
定
機
器
を
購
入

温
度
、
再
結
合
効
率
、
主
要
寸

約
を
締
結
し
て
い
る

法
及
び
材
料
並
び
に
電
熱
器
の

す
る
契
約
を
締
結
し

法
、
材
料
及
び
個
数
並
び
に
電

者
に
あ
っ
て
は
、
当

名
称
、
種
類
、
容
量
及
び
個
数

て
い
る
者
に
あ
っ
て

熱
器
の
名
称
、
種
類
、
容
量
及

該
契
約
書
の
写
し

（
常
設
及
び
可
搬
型
の
別
に
記

は
、
当
該
契
約
書
の

び
個
数
（
常
設
及
び
可
搬
型
の

載
す
る
こ
と
。
）

写
し

別
に
記
載
す
る
こ
と
。
）

２

［
略
］

［
略
］

２

［
同
上
］

［
同
上
］

圧
力
逃
が
し

［
略
］

［
略
］

圧
力
逃
が
し

［
同
上
］

［
同
上
］

装
置

第
百
六
条
の
型
式
設

装
置

第
百
六
条
の
購
入
契

計
特
定
機
器
を
購
入

約
を
締
結
し
て
い
る

す
る
契
約
を
締
結
し

者
に
あ
っ
て
は
、
当

て
い
る
者
に
あ
っ
て

該
契
約
書
の
写
し

は
、
当
該
契
約
書
の

写
し

［
略
］

［
同
上
］

ガ
ス
タ
ー
ビ

［
略
］

［
略
］

ガ
ス
タ
ー
ビ

［
同
上
］

［
同
上
］

ン
を
原
動
力

第
百
六
条
の
型
式
設

ン
を
原
動
力

第
百
六
条
の
購
入
契

と
す
る
発
電

計
特
定
機
器
を
購
入

と
す
る
発
電

約
を
締
結
し
て
い
る

設
備

す
る
契
約
を
締
結
し

設
備

者
に
あ
っ
て
は
、
当

て
い
る
者
に
あ
っ
て

該
契
約
書
の
写
し
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は
、
当
該
契
約
書
の

写
し

［
略
］

［
同
上
］

内
燃
機
関
を

［
略
］

［
略
］

内
燃
機
関
を

［
同
上
］

［
同
上
］

原
動
力
と
す

第
百
六
条
の
型
式
設

原
動
力
と
す

第
百
六
条
の
購
入
契

る
発
電
設
備

計
特
定
機
器
を
購
入

る
発
電
設
備

約
を
締
結
し
て
い
る

す
る
契
約
を
締
結
し

者
に
あ
っ
て
は
、
当

て
い
る
者
に
あ
っ
て

該
契
約
書
の
写
し

は
、
当
該
契
約
書
の

写
し

［
略
］

［
同
上
］

無
停
電
電
源

１

無
停
電
電
源
装
置
の
種
類
、

［
略
］

無
停
電
電
源

１

無
停
電
電
源
装
置
の
種
類
、

［
同
上
］

装
置

容
量
、
電
圧
、
周
波
数
及
び
主

第
百
六
条
の
型
式
設

装
置

容
量
、
電
圧
、
周
波
数
、
主
要

第
百
六
条
の
購
入
契

要
寸
法
（
常
設
及
び
可
搬
型
の

計
特
定
機
器
を
購
入

寸
法
及
び
個
数
（
常
設
及
び
可

約
を
締
結
し
て
い
る

別
に
記
載
す
る
こ
と
。
）

す
る
契
約
を
締
結
し

搬
型
の
別
に
記
載
す
る
こ
と
。

者
に
あ
っ
て
は
、
当

て
い
る
者
に
あ
っ
て

）

該
契
約
書
の
写
し

２

［
略
］

は
、
当
該
契
約
書
の

２

［
同
上
］

写
し

［
略
］

［
同
上
］

電
力
貯
蔵
装

１

電
力
貯
蔵
装
置
の
種
類
、
容

［
略
］

電
力
貯
蔵
装

１

電
力
貯
蔵
装
置
の
種
類
、
容

［
同
上
］

置

量
、
電
圧
及
び
主
要
寸
法
（
常

第
百
六
条
の
型
式
設

置

量
、
電
圧
、
主
要
寸
法
及
び
個

第
百
六
条
の
購
入
契

設
及
び
可
搬
型
の
別
に
記
載
す

計
特
定
機
器
を
購
入

数
（
常
設
及
び
可
搬
型
の
別
に

約
を
締
結
し
て
い
る

る
こ
と
。
）

す
る
契
約
を
締
結
し

記
載
す
る
こ
と
。
）

者
に
あ
っ
て
は
、
当

２

［
略
］

て
い
る
者
に
あ
っ
て

２

［
同
上
］

該
契
約
書
の
写
し

は
、
当
該
契
約
書
の

写
し

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


